
【事故の状況】

夜間、開削による既設管撤去工事の際に、開口部付近で作業中の作業員が誤って開口部に転落

して負傷する事故が発生しました。

令 和 ８ 年 ３ 月 ２ 日
警 視 庁 交 通 規 制 課―３月号―

覆工板開口部から作業員が転落！

年度末における交通混雑緩和と交通事故防止のため、東京都道路工事調整協議会から下記のとおり
路上工事抑制の要請がありましたので、お知らせいたします。

○ 抑制期間
令和８年３月１日（日）午前６時から令和８年４月１日（水）午前６時まで

○ 対象工事
車線規制を伴う路上工事

○ 対象路線
・ 23区内の一般国道、 都道及び首都高速道路
・ 多摩地区の主要幹線道路（下表参照）

1 国道16号 2 国道20号 3 八王子南ﾊﾞｲﾊﾟｽ 4 青梅街道 5 所沢街道

6 世田谷通り 7 井の頭通り 8 川崎街道 9 府中街道 10 小金井街道

11 新青梅街道 12 甲州街道 13 三鷹通り 14 五日市街道 15 芋窪街道

16 立川通り 17 新奥多摩街道 18 鎌倉街道 19 滝山街道 20 吉野街道

21 睦橋通り 22 尾根幹線 23 町田調布線 24 相模原立川線 25 府中町田線

～路上工事抑制のお願い～

地

中2.7m

【事故防止対策】

１ 開口部は、その場で作業中のほかは閉鎖し、閉鎖の措置が困難な場合は開口部を堅固な柵等
で囲い、転落防止措置を講じてください。

２ 夜間作業では、開口部の周囲に照明を設置するとともに、周囲をＡ型バリケード等で囲い、
作業員等の転落防止措置を講じてください。

３ 開口部のある作業帯の周囲は、ウェイト付きのA型バリケード等の堅固な保安資器材を
設置し、歩行者等が作業帯内に誤進入しないような措置を講じてください。


